
 
第１章 計画の策定にあたって 

 
 

１．計画策定の趣旨 
 

（ １ ） 少 子 化 の 進 行 や 家 庭 環 境 等 の 変 化  

平 成 １ ４ 年 １ 月 に 国 立 社 会 保 障・人 口 問 題 研 究 所 が 発 表 し た「 日 本

の 将 来 推 計 人 口 」に よ る と 、従 来 、少 子 化 の 主 た る 要 因 と 言 わ れ て き

た「 晩 婚 化 」に 加 え「 夫 婦 の 出 生 力 そ の も の の 低 下 」と い う 新 し い 現

象 が あ り 、歯 止 め が か か ら な い 状 況 と な っ て い る こ と か ら 、現 状 の ま

ま で は 少 子 化 は 今 後 一 層 進 行 す る と 予 想 さ れ て い ま す 。  

 

（ ２ ） 国 の 対 策  

急 速 な 少 子 化 の 進 行 は 、 社 会 経 済 全 体 に 極 め て 深 刻 な 影 響 を 与 え

る も の で あ る こ と か ら 、 国 は 少 子 化 の 流 れ を 変 え る た め の 総 合 的 な

取 組 を 推 進 す る 「 次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 」 を 平 成 １ ５ 年 ７ 月 に

制 定 し ま し た 。  

「 次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 」で は 、次 代 の 社 会 を 担 う 子 ど も が 健

や か に生ま れ 、育成 さ れ る 社 会 の 形 成 に 資 す る こ と を 目 的 に 、政 府 ・

地 方 公 共 団 体・企 業 等 が 一 体 と な っ て 、従 来 の 取 組 に 加 え 、も う 一 段

の 対 策 を 進 め 、市 町 村 、都 道 府 県 、国 及 び 常 時 雇 用 す る 労 働 者 の 数 が

三 百 人 を 超 え る 事 業 主 、国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に あ っ て は 次 世

代 育 成 支 援 対 策 に 関 す る 行 動 計 画 を 策 定 す る よ う 定 め ま し た 。  

 

（ ３ ） 登 別 市 に お け る 取 組  

  登 別 市 で は 、こ れ ま で「 登 別 市 子 育 て 支 援 総 合 計 画 」（ 平 成 ９ 年 度

か ら 平 成 １ ７ 年 度 ） を 策 定 し ～ 安 心 し て 子 ど も を 生 み 、 健 や か に 育

て る 環 境 づ く り ～ に 努 め て ま い り ま し た 。  

し か し な が ら 、こ の よ う な「 少 子 化 の 進 行 」を 踏 ま え 、登 別 市 総 合

計 画 の 基 本 理 念 で あ る「 安 心 し て 子 ど も を 生 み 、健 や か に 育 て る 環 境

づ く り 」に 沿 っ た ま ち づ く り が 実 現 で き る よ う 、今 後 の 推 進 施 策 や 推

進 体 制 な ど 必 要 な 事 項 を 総 合 的 ・ 体 系 的 に 明 確 化 し た 「 子 ど も

未 来 プ ラ ン ２ １ 」（ 登 別 市 次 世 代 育 成 支 援 行 動 計 画 ） を 策 定 し た も の

で あ り ま す 。  
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２．計画の位置づけ 
 

こ の 計 画 は 、 登 別 市 に お け る 子 育 て 支 援 の 基 本 的 方 向 と そ の 施 策 を

示 す も の で 、「 登 別 市 総 合 計 画 」（ １ ９ ９ ６ 年 策 定 ） に お け る 基 本 計 画

（ 計 画 期 間 ： 平 成 ８ 年 度 ～ 平 成 １ ７ 年 度 ） の 関 連 す る 分 野 を 具 現 化 す

る 計 画 と し て 位 置 づ け る も の で あ り ま す 。  

 

３．計画の期間 
 

本 計 画 の 期 間 は 、「 平 成 １ ７ 年 度 か ら 平 成 ２ １ 年 度 ま で 」の ５ ヵ 年 と

い た し ま す 。  

次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 に お け る 市 町 村 行 動 計 画 の 期 間 は 、「 平

成 １ ７ 年 度 か ら 平 成 ２ １ 年 度 ま で 」 と 「 平 成 ２ ２ 年 度 か ら ２ ６ 年 度 ま

で 」 の 各 ５ ヵ 年 計 画 を 策 定 す る こ と と さ れ て い ま す の で 、 平 成 ２ １ 年

度 に 計 画 内 容 の 見 直 し を 行 い 、「 平 成 ２ ２ 年 度 か ら ２ ６ 年 度 ま で 」の 計

画 を 策 定 し ま す 。 

 

４．計画の対象 
 

本 計 画 は 、 す べ て の 子 ど も と 子 ど も の 居 る 家 庭 、 地 域 、 事 業 所 、 行

政 及 び 子 育 て に 関 係 す る 個 人 や 団 体 等 を 対 象 と し ま す 。  
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